
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 

１．基本的な考え方 

 当社は、経営の健全性・透明性を確保し、経営情報の開示の迅速性および適切性を実現し、さらに経営環境・社会環境の変化への対処を適切 
に進めることが、コーポレート・ガバナンスの構築・強化を実現するものであり、さらには企業価値を最大化するものであると考えております。 
 このような考えに従い、具体的には、経営の健全性を高めるための内部監査室の設置と社外取締役の導入、経営情報の適切かつ迅速な開示 
を実現するための諸規程の整備とその実施体制作り、経営環境への適応を進めるための牽制が働く体制下での積極的な権限委譲と柔軟な組織 
変更の実施により、業務執行の迅速な推進に努めてまいります。  

２．資本構成 

【大株主の状況】 

補足説明 

 平成22年９月17日付（報告義務発生日は平成22年９月15日）でアトランティス・インベストメント・リサーチ・コーポレーション株式会社から変更報 
告書が関東財務局長に提出されておりますが、実質所有状況の確認ができないため「大株主の状況」に含めておりません。 
 なお、当該変更報告書の内容は以下のとおりであります。 
 大量保有者    アトランティス・インベストメント・リサーチ・コーポレーション株式会社 
 住所        東京都港区浜松町一丁目30番５号 
 保有株式の数  4,323株 
 株券等保有割合 4.06％ 
 

３．企業属性 

コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE NOVARESE, Inc.

最終更新日：2012年4月5日

株式会社ノバレーゼ
代表取締役社長 浅田剛治

問合せ先：管理本部 TEL (03)5524-1122
証券コード：2128

http://www.novarese.co.jp/

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

外国人株式保有比率 10%未満

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）
株式会社ＭＹＴ 26,800 25.01

浅田剛治 20,290 18.93

山根由紀子 2,787 2.60

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 2,510 2.34

植野真理子 2,380 2.22

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,374 2.22

鶴田真巳 2,147 2.00

宮垣早苗 2,043 1.91

浅田陽子 1,934 1.80

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 12 月

業種 サービス業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

500人以上1000人未満
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４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

―――  

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

―――  

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満
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Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

１．機関構成・組織運営等に係る事項 

【取締役関係】 

会社との関係(1) 

※１ 会社との関係についての選択項目 

会社との関係(2) 

【監査役関係】 

組織形態 監査役設置会社

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 1 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

氏名 属性
会社との関係(※１)

a b c d e f g h i
石塚銃男 他の会社の出身者        ○  

a 親会社出身である
b 他の関係会社出身である
c 当該会社の大株主である
d 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している
e 他の会社の業務執行取締役、執行役等である
f 当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者である
g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている
h 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している
i その他

氏名
独立
役員 適合項目に関する補足説明

当該社外取締役を選任している理由（独立
役員に指定している場合は、独立役員に指

定した理由を含む）

石塚銃男 ○ 独立役員に指定しています。

当社と資本関係のある会社等の出身ではなく、 
独立した立場から経営者としての豊富な経験と 
幅広い見識をもとに、経営陣の一層の強化を 
図り、あわせて取締役会による取締役の監督 
機能強化を図ることができるものと判断し、選 
任しております。 
[独立役員指定理由] 
東京証券取引所が規定した独立役員の要件に 
該当し、一般株主と利益相反が生じるおそれが 
ないと判断し、独立役員として指定しておりま 
す。

監査役会の設置の有無 設置している
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監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 

 監査役は、有限責任監査法人トーマツと定期的に会合を開催しており、監査方針、監査計画等の確認を行い、会計監査の実施状況等について 
意見交換、情報交換を行うことで、監査の実効性および効率性の向上に努めております。  
 監査役は、内部監査室と定期的に会合を開催し、内部監査室から監査結果に関して報告を受けるとともに、相互の情報交換、意見交換を行うこ 
とで、監査の実効性および効率性の向上に努めております。  

会社との関係(1) 

※１ 会社との関係についての選択項目 

会社との関係(2) 

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 4 名

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 4 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

0 名

氏名 属性
会社との関係(1)

a b c d e f g h i
伊藤幸広 公認会計士        ○  

吉川滋 他の会社の出身者        ○  

藤原宏章 他の会社の出身者        ○  

中村正彦 税理士    ○    ○  

a 親会社出身である
b その他の関係会社出身である
c 当該会社の大株主である
d 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している
e 他の会社の業務執行取締役、執行役等である
f 当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものである
g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている
h 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している
i その他

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明
当該社外監査役を選任している理由（独立
役員に指定している場合は、独立役員に指

定した理由を含む）

伊藤幸広  ―――

公認会計士として会社財務・法務に精通してお 
り、会社経営を統轄する充分な見識を有する 
者であります。 
当社と資本関係のある会社等の出身ではなく、 
独立した立場から業務執行の監督を行うことが 
可能と判断いたしました。

吉川滋  ―――

企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見 
を有しており、会社経営を統轄する充分な見識 
を有する者であります。 
当社と資本関係のある会社等の出身ではなく、 
独立した立場から業務執行の監督を行うことが 
可能と判断いたしました。

藤原宏章  ―――

財務経理ならびに監査の分野で40年以上の豊 
富な経験を有しており、財務および会計に関す 
る相当程度の知見を有する者であります。 
当社と資本関係のある会社等の出身ではなく、 
独立した立場から業務執行の監督を行うことが 
可能と判断いたしました。

中村正彦  ―――

税理士として会社財務・法務に精通しており、 
財務および会計に関する相当程度の知見を有 
する者であります。 
当社と資本関係のある会社等の出身ではなく、 
独立した立場から業務執行の監督を行うことが 
可能と判断いたしました。
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【独立役員関係】 

その他独立役員に関する事項 

―――  

【インセンティブ関係】 

該当項目に関する補足説明 

 業績向上等のインセンティブを高めるためにストックオプション制度を導入しておりましたが、2010年12月に行使期限が満了しており、現在実施 
中の施策はありません。  

該当項目に関する補足説明 

―――  

【取締役報酬関係】 

該当項目に関する補足説明 

 関係法令に従って開示しております。  

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

 当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は、常勤・非常勤の別を含めた各取締役または監査役の職務、職責に応じ 
て、各々相当と判断される水準としております。  

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】 

 社外取締役および社外監査役へのサポート体制は、管理本部が対応しております。取締役会の議題の事前通知等を行い、取締役会での意見 
交換および決議が円滑に遂行できるように努めております。  

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要） 

 職務権限規程で決裁権限を明確化し、重要な意思決定については、取締役会において決定しております。 
1.取締役会 
 取締役会は毎月１回定期的に開催し、さらに必要に応じては随時開催し、取締役７名のほか監査役４名が出席しております。取締役会では、業 
務執行の監督を行うとともに、法令、定款および当社取締役会規程に基づき、経営方針等の決定、経営に関する重要事項の決議および業務の進 
捗状況の確認、報告等を行っております。 
2.監査役会 
 ４名の監査役は毎月監査役会を開催しております。さらに、毎月開催される取締役会、その他重要な会議に出席し、法令、定款などに基づき業 
務が適正に執行されているか法令遵守の立場から意見を述べることで、公平性と透明性の確保に努めております。また、取締役の業務執行状況 
を確認し合うため、必要に応じて関係者を招聘し意見交換や情報収集に努めております。これらの監査活動の結果を監査役会にて、期初に策定 
した監査計画に照らして相互に確認し、年度末に報告としてまとめております。 
 また、監査役は、有限責任監査法人トーマツと定期的に会合を開催しており、監査方針、監査計画等の確認を行い、会計監査の実施状況等に 
ついて意見交換、情報交換を行うことで、監査の実効性および効率性の向上に努めております。さらに、監査役は、内部監査室と定期的に会合を 
開催し、必要に応じては随時会合を開催しております。内部監査室から内部統制の確立に関して報告を受けるとともに、相互の情報交換、意見交 
換を行うことで、監査の実効性および効率性の向上に努めております。 
3.内部監査室 
 代表取締役社長直轄の独立機関として内部監査室を設置し、担当者２名が専従しております。内部監査室は、全部門を対象に毎年１回以上の 

独立役員の人数 1 名

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

ストックオプションの付与対象者

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

報酬の額又はその算定方法の決定方
針の有無

あり
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実査を行うこととしております。監査にあたっては、各部門の業務方針や手続きの妥当性について、会社の経営方針および職務分掌、職務権限 
等、社内諸規程やコンプライアンス面から監査を行っております。内部監査で問題点が発見された場合には、代表取締役へ報告の上、被監査部 
門に勧告等を行うとともに、改善状況の確認を実施しております。 
 また、内部監査室と有限責任監査法人トーマツは相互に連携し、内部監査の実効的な実施に努めています。 
4.会計監査の状況 
 会計監査につきましては、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、通常の会計監査に加え重要な会計的課題についても随時指導・助 
言を受けております。 
 有限責任監査法人トーマツの会計監査は、以下の公認会計士が業務を執行するほか、公認会計士３名、会計士補等３名、その他１名が補助者 
として監査業務に携わっております。 
 指定有限責任社員 業務執行社員 松本 保範 
 指定有限責任社員 業務執行社員 瀬戸 卓  

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 

 当社は社外取締役１名、社外監査役４名を選任しており、豊富な経験と幅広い見識をもとに客観的な見地から監督機能の強化を図っておりま 
す。  
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Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況 

２．ＩＲに関する活動状況 

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 

補足説明

その他 当社ホームページに招集通知および決議通知を掲載しております。

補足説明
代表者自身
による説明
の有無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表  当社WEBサイトで公開しております。

個人投資家向けに定期的説明会を開催  平成23年12月期は６回開催しております。 あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

 平成23年12月期は説明会および施設見学会をそれぞれ２回ずつ開催して
お 
ります。

あり

IR資料のホームページ掲載  決算短信、決算説明会資料、有価証券報告書、決算情報以外の適時開示 
資料等を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置  社長室に担当者を配置しております。

補足説明

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

 役職員一人ひとりが心がけるべき行動を示した「企業行動憲章」を制定しており、「環境問題 
への取組みは、企業の存在と活動に必須の条件であることを認識し、環境にやさしい商品・サ 
ービスを提供するなど、積極的に行動します」と定めております。 
 2008年５月より、ヒノキの苗３千本を植林し「ノバレーゼ未来の森」と命名するといった、環境保 
護への取り組みを行っております。 
 2009年９月より、「妊娠期間」および「子育て」を支援する「未来の子供」プロジェクトを開始して 
おります。 
 2009年12月より、みかん農家での従業員の農業研修を実施し、企業と農業の新たな関係の 
構築を図る「未来の食」プロジェクトを開始しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

 代表取締役社長自らが積極的にＩＲ活動を推進していく方針であります。
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Ⅳ内部統制システム等に関する事項 

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

 当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、経営の健全性・透明性・迅速性を通じて企業としての社会的責任を果たすため、実効性のある 
内部統制システムの構築を図ってまいります。 
 取締役の職務執行その他会社業務の適正を確保するため、取締役会において内部統制システムの整備についての基本方針を定め、リスク管 
理、コンプライアンスの確保、取締役の職務執行ならびに監査役監査の実効性の確保等に必要な事項の整備を進めております。また、内部監査 
室をはじめ関係部門は、随時必要な報告を取締役および監査役へ行うよう努めております。 
 
１．取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 
 取締役は、企業活動の健全性を確保するため、自ら率先して法令・定款を遵守するとともに、取締役および使用人の具体的な行動指針として制 
定した「企業行動憲章」を周知徹底させ、企業理念の実現を図るものといたします。 
 取締役会は、コンプライアンスのための体制を含む内部統制システムの整備方針・計画について決定するとともに、その実施状況を随時確認い 
たします。取締役の職務執行の適法性を確保するため社外取締役を選任し、牽制機能の充実を図っております。 
 また、取締役が社内の不正行為を早期に発見できるよう、内部通報制度を導入しております。 
  
２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 
 取締役の職務の執行に係る情報については、「文書管理規程」に従い、取締役の職務の執行に係る文書その他重要な情報の保存および管理を 
行います。取締役および監査役が、常時これらの文書等を閲覧できる体制を整えております。 
 これらの事務については、管理本部長が所管し、運用状況の検証、見直しを適宜実施するとともに、業務システムのＩＴ化等を通じて効率的な運 
用に努めます。 
  
３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
 リスク管理体制の基本を定める「リスク管理規程」に基づき、各部署の業務に付随するリスク管理は当該部署が行い、全社的もしくは部署横断 
的なリスク管理は管理本部総務人事部が行うこととしております。 
 管理本部総務人事部は、想定されるリスクに応じた、適切な情報伝達と緊急体制を整備いたします。 
 リスク管理委員会を定期的に開催し、リスク管理体制の整備方針の策定、対策の立案その他重要事項を総合的に審議、決定いたします。内部 
監査室は「内部監査規程」に基づき、定期的に内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告いたします。 
 リスクが顕在化し、重大な影響を及ぼすと予想される場合、代表取締役社長を対策本部長とする対策本部を設置し、対応責任者として担当役員 
を定め、迅速かつ適切な情報伝達と対応を実施することで、損害を最小限に抑えるとともに、再発防止策を講じます。 
  
４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
 取締役会は経営理念に基づき、この実現に向け中期経営計画および年度経営計画を策定し、全社的な目標を定めております。 
 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、取締役会を毎月１回開催し、また必要と認められるときには適宜開 
催しております。取締役は、取締役会での業務報告を通して、経営目標の進捗状況について定期的に確認いたします。 
 取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織管理」、「職務分掌」、「職務権限」に関する社内規程において、それぞれの責任者およびそ 
の責任、職務執行手続きの詳細について定め、権限委譲と部門間の相互牽制を行います。 
 また、経営方針や人事・財務戦略について慎重かつ充分な審議を行うため、常勤取締役等により構成される経営会議を定期的に開催いたしま 
す。 
  
５．使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 
 使用人の職務を執行する上で、法令および定款に適合し、かつ企業としての社会的責任を果たすことを最重要と位置づけ、企業理念、行動指針 
および企業行動憲章に則り、繰り返しコンプライアンスの重要性を使用人に伝えることにより、法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹 
底しております。 
 コンプライアンス担当部署を管理本部総務人事部とし、定期的にコンプライアンス委員会を開催して全社横断的なコンプライアンス体制の整備 
および問題点の把握に努めるとともに、社内教育によりマニュアルおよび関連する法令等を社内に周知徹底させ、企業倫理の遵守と誠実な企業 
運営の浸透を図っております。また、違反等が発覚した場合には、就業規則に従い、厳正な処分を行います。 
 使用人がコンプライアンス上の問題を発見した場合は、すみやかに担当部署もしくは内部通報窓口に報告する体制とし、重大性に応じて取締役 
会またはコンプライアンス委員会において再発防止策を決定し、周知徹底いたします。 
 全ての利害関係者から継続的な信頼を得るために、反社会的勢力や団体に関しては毅然たる態度で対応いたします。 
 反社会的勢力への対応統括部署を管理本部とし、管理本部長が反社会的勢力の不当要求に対処いたします。また、暴力団対策連絡協議会に 
加入するなど、警察をはじめとする関係行政機関と連絡を取り、反社会的勢力に関する情報を収集しております。 
 また、取引を行う相手先については、重大な法令違反等の反社会的な行為や反社会的勢力との関係について問題がないことを調査した上で取 
引をいたします。   
 なお、代表取締役社長直属の内部監査室が実施する内部監査において、コンプライアンス上の重要な問題が発見された場合には、その内容を 
代表取締役社長に報告しております。 
  
６．当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 
 当社の企業理念、行動指針および企業行動憲章を、当社企業集団全体に共通した行動規範と位置づけ、グループ経営を実施いたします。 
 子会社および関連会社に対して、事前の承認や報告を求める事項等について「関係会社管理規程」の中で定めるとともに、当社内の子会社を 
管理する部署による支援体制を敷くことで、企業集団全体の業務の適正を確保いたします。 
 当社の取締役、監査役または社員を子会社および関連会社の取締役または監査役として配置し、子会社の取締役の業務執行の監視・監督ま 
たは監査を行います。 
 当社内部監査室は、子会社および関連会社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長および子会社管理部署に報告し、子会社管理部 
署は必要に応じて内部統制に係る改善策の指導、実施の支援・助言を行います。 
 
７．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 
 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、当社は必要に応じて監査役の職務の補助をなす使用人を配置するものと 
し、配置にあたっての具体的な内容については、監査役会の意見を十分考慮して検討いたします。 
 当該使用人は、その職務の遂行に関して取締役の指揮命令は受けないものといたします。 
  
８．監査役の職務を補助する使用人の取締役からの独立性に関する事項 
 監査役の職務を補助すべき使用人の任命、異動等の人事については、監査役会の意見を尊重した上で行うものとしております。 
 監査役の職務を補助する使用人は、監査役の指揮命令のもとに業務を遂行し、その業務に専念するものといたします。 
  
９．取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 
 監査役は取締役会のほか重要な会議に出席し、随時その議事録を閲覧するほか、重要な稟議については監査役による確認を行い、その内容 
を把握できるシステムとなっております。 
 取締役および使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、全社的に重大な影響を及ぼす事項が発生するおそれがある、あるいは発生した 
場合、また、取締役による違法または不正な行為を発見したとき、その他監査役がその職務遂行上、報告を受ける必要があると判断した事項につ 
いて、すみやかに報告、情報提供を行います。 
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 内部監査室は、内部監査結果について必要に応じて監査役に報告いたします。 
 
10．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 
 使用人の監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備するよう努めるとともに、監査役の職務である取締役会をはじめとする重 
要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、必要に応じて取締役および使用人の説明を求めるなどの職務が円滑に行える体制を整えておりま 
す。また、代表取締役社長および監査法人とそれぞれ定期的な意見交換会を開催することとしております。 
 社外監査役として企業経営に精通した有識者や法律・会計の有資格者を招聘し、取締役等の業務を執行する者からの独立性を保持いたしま 
す。 

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

 当社は企業行動憲章に「反社会的勢力への毅然たる対応」を掲げ、反社会的勢力に対しては断固とした姿勢で臨む方針を内外に宣言しており 
ます。 
 また具体的な対応として、主に以下の３点に取り組んでいます。 
（１）警察等の関係行政機関との連携を密にし、反社会的勢力に関する情報を随時入手しております。 
（２）新たな取引先と契約を締結する際は、事前に反社会的勢力との関係の有無等について調査を実施し、反社会的勢力と関係を有することのな 
いようにしております。 
（３）当社が当事者として取り交わす契約書類には、後に相手方が反社会的勢力と関係を有することが判明した場合に契約を解除できるとする条 
項（反社会的勢力排除条項）を設け、反社会的勢力との関係を遮断できるようにしております。 
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Ⅴその他 

１．買収防衛策の導入の有無 

該当項目に関する補足説明 

―――  

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 

適時開示体制の概要 
 
 当社の会社情報の適時開示に係わる社内体制の概要は以下の通りです。 
 
１．方針 
 当社は、上場企業としての社会的責任の一環として、重要な会社情報を適時かつ適正に開示することの重要性を充分に認識し、確実にこれを 
実践すべく必要な社内体制を整備し、実行します。 
 
２．体制 
  当社は、重要な会社情報の情報開示について、取締役管理本部長を責任者に、管理本部財務経理部および総務人事部を担当部門にそれぞ 
れ定め、適時かつ適正な実施に努めています。 
 
３．運用 
（１）収集 
  取締役管理本部長および担当部門は、取締役会での決議内容、各種社内会議での報告内容等を常に注視し、開示義務が生じる可能性のあ 
る決定事実、発生事実、決算情報またはその他の情報について適時かつ適格に収集します。 
（２）分析・判断 
  取締役管理本部長および担当部門は、収集した情報について、証券取引所規則および関係法令等に照らし、また必要な場合には監査法人、 
弁護士、主幹事証券会社、証券取引所等の意見を参考にしつつ、開示の要否を判断します。 
（３）公表 
  取締役管理本部長および担当部門は、開示が必要と認められる情報については、正確で分かりやすい記述を心がけつつ、適時かつ適正に開 
示を行います。  

買収防衛策の導入の有無 なし
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